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はじめに昨年の相続税の改正を踏まえて、オ
ーナー様にも関心の高い小規模宅地等の特例
についての説明があり、その中で特定居住用
宅地等（被相続人等の居住の用に供されてい
た宅地等）のケースについて、適用要件を満た
す取得者のパターンと被相続人が老人ホーム
に入所していた場合等の適用要件ついて詳しく
お話しいただきました。

次にオーナー様ご自身でできる相続税対策と
して財産を把握することを勧められ、そのため
の財産の評価方法について教えていただきまし
た。また代表的な相続対策として遺言書の作成
等の説明がありましたが、その中で生前贈与に
ついては、11月5日（土）に第3回セミナーとして

開催が決定いたしました。オーナー様には改め
てご案内させていただきます。

ご参加いただきましたオーナー様、誠にあり
がとうございました。

■次回セミナー予告 ： 9月10日（土）10時00分～11時30分 〈本社3階〉
『現役大学生が徹底調査！住みたいマンション、住みたくないマンション』

～現役学生の生の声が聴けます。「お客様」のホンネを聴くまたとないチャンスです。～

2016年7月30日（土）10時00分～11時30分
本社3階セミナールームにて、講師に税理士
法人総合経営の武村治寿氏をお迎えして、
第2回 初めて学ぶ相続の基礎 『財産把握
と相続税の対策』～相続のために今からで
きること～を開催させていただきました。


